
 
 
 

通 信 指 令 関 係 
 
 
 

平成２３年度消防本部業務重点施策 
                            

「安全で安心なまちづくり」 

                            
 

 通信指令部門 

⑴ 通信指令業務の更なる充実強化 

   社会経済の発展に伴い住民生活の態様が大きく変貌している中、複雑多様化する各種

災害時に対応するため、より迅速かつ確実な１１９番通報の対応やより機動的な初動体

制及び情報通信網の構築を図り、円滑・効果的な通信指令業務の更なる充実強化を図る。 

⑵ 消防指令業務の共同運用と消防救急無線のデジタル化の共同 

整備推進 
 

   消防指令業務の共同運用と消防救急無線の共同整備を拡充し、県一本化に向けた整

備促進を図る。 
 

 



 －６１－ 

通 信 指 令 業 務 に つ い て 
  
当消防本部では、高機能消防指令センター装置（Ⅱ型）を導入し、圏民から

の１１９番通報の受付から災害種別の決定、出動隊の編成、現場指揮者等との

連絡、指示、出動隊への情報提供等、各種災害に迅速・的確に対応するため、

情報通信網の充実強化を図り、より高度化する災害等から圏民の生命・身体・

財産を守り続けています。 
この装置には、通報場所の特定が即時可能となる位置情報通知システムが導

入されており、指揮車には、車載映像伝送システムを装備し、災害現場の動画

映像が即時指令センターに伝送され、現場での効率的運用を図っています。 
このことによって、従来から提供してきた消防行政サービスより高度で効率、

効果的なサービス提供が可能となり、圏民生活の安全・安心の向上が図られて

います。 
 また、一人暮らしのお年寄りを対象とした「緊急通報システム」更に、聴覚

障害者専用１１９番受信ＦＡＸについても関係行政機関との連携のもとに通信

指令室に集約し、一人暮らしのお年寄りや聴覚障害者等の突発的な災害や病気

等の緊急通報に対応しています。 
  

安 心 し て 暮 ら せ る 街 に ・ ・ ・ 
最新鋭のシステムが２４時間皆様の暮らしを見守ります。

 
（消防本部通信指令室） 
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